
施策の基本的方向 具体的施策 担当府省

１．国内本部機構
の組織・機能等の
拡充強化
（１）男女共同参画
会議の機能発揮

①男女共同参画会
議の機能発揮

○

○ ○

○ ○

（２）総合的な推進
体制の整備・強化
等

①施策の総合的推
進、フォローアップ
等

○ ○

○

②年次報告等の作
成

○ 男女共同参画白書の作成（内閣府　平成12年度～） ○

③行政職員の研修
機会等の充実

○ ○ 引き続き実施予定（内閣府）

引き続き実施予定（内閣府）

引き続き実施予定（内閣府）

引き続き実施予定（内閣府）

引き続き実施予定（内閣府）

毎年「男女共同参画白書」において、各府省が講じた
施策をまとめている（内閣府　平成12年度～）

男女共同参画基本計画（第２次）推進状況調査を実施
（内閣府　平成19年度）

男女共同参画に関する「基礎研修」及び「政策研修」を
実施（内閣府　平成14年度～）

第３部　計画の推進

男女共同参画会議の下に、仕事と生活の調和（ワーク
ライフバランス）に関する専門調査会を新設し、基本問
題専門調査会、女性に対する暴力に関する専門調査
会、監視・影響調査専門調査会を設置。(これに伴い、
少子化と男女共同参画に関する専門調査会は廃止)
（内閣府　平成19年）
男女共同参画会議監視・影響調査専門調査会による
施策の監視の実施（内閣府　平成16年度～）

男女共同参画会議監視・影響調査専門調査会による
施策の監視の実施（内閣府　平成16年度～）

施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

②男女共同参画社
会の形成の促進に
関する施策の実施
状況の監視

③政府の施策が男
女共同参画社会の
形成に及ぼす影響
についての調査
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等 今後の実施予定

○ ○

○ ○

○ ○

○ 府省内男女共同参画担当官会議の開催 ○

○

○ ○

⑧男女共同参画関
連予算の取りまとめ

○ 毎年、男女共同参画関連予算を取りまとめ（内閣府） ○

①地方公共団体と
の連携の強化

○ ○

引き続き実施予定

引き続き実施予定（内閣府）

引き続き実施予定

引き続き実施予定（内閣府）

引き続き実施予定（内閣府）

引き続き実施予定（内閣府）

今後は、男女共同参画担当委員をはじめ、行政相談委
員による男女共同参画に係る行政相談所の開設等の
促進に努める。（総務省）

行政相談委員の中から、男女共同参画に関する施策
についての苦情の処理に関し、中心的な役割を果たす
「男女共同参画担当委員」123名が平成15年9月に指名
された。その後担当委員数は増加し、19年度には、186
名が指名されている。（総務省）

途上国の国内本部機構職員を招聘して、男女共同参
画推進セミナーを実施（内閣府　平成9年度～）

２．国の地方公共
団体、ＮＰＯ、ＮＧ
Ｏに対する支援、

男女共同参画宣言都市奨励事業の実施（内閣府　平
成８年度～）

④男女共同参画推
進本部及び男女共
同参画担当官会議
の機動的開催等

男女共同参画推進本部の開催（平成13年～）

府省内男女共同参画推進本部の開催

男女共同参画担当官会議の開催（平成13年～）

⑤男女共同参画推
進本部担当部署の
充実等

⑥国際機関、諸外
国の国内本部機構
との連携・協力の強
化等

⑦苦情の処理等の
ための、行政相談
委員、人権擁護委
員等の積極的活用
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○ ○

③ＮＰＯ、ＮＧＯとの
連携の強化

○ 男女共同参画推進連携会議の開催（内閣府　平成８年～○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

３．女性のチャレン
ジ支援

○ ○

○ ○

男女共同参画に係る啓発ビデオの制作（内閣府　平成
12年度～）

男女共同参画宣言都市サミットの実施（内閣府　平成８
年度～）

引き続き実施予定（内閣府）

引き続き実施予定（内閣府）

引き続き実施予定（内閣府）

引き続き実施予定（内閣府）

引き続き実施予定（内閣府）

引き続き実施予定（内閣府）

国民の理解を深
めるための取組の
強化

引き続き実施予定（内閣府）

引き続き実施予定（内閣府）

女性のチャレンジ賞を創設（内閣府　平成16年度～）

様々な分野でチャレンジしたいと考える女性が、チャレ
ンジ支援情報を効率的に入手できるよう、ＷＥＢサイト
「チャレンジ・サイト」による情報発信を実施するととも
に、「地域におけるチャレンジ・ネットワーク環境整備推
進事業」の成果等を研修・広報啓発活動を通じて普及
（内閣府　平成17年度～）

女性高校生等の理工系分野の進路選択を支援するた
め、WEBサイト、パンフレット及び地域との連携による
事業等による情報提供・意識啓発キャンペーンを実施

⑦

②男女共同参画社
会の実現に向けた
活動の拠点施設の
充実

④男女共同参画社
会の実現に向けた
気運醸成

男女共同参画社会づくりに向けての全国会議の開催
（内閣府　平成３年度～）

男女共同参画週間の実施（内閣府　平成12年度～）
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（内閣府  平成17年度～）（３（１）ア⑦に前掲）

4


